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至誠館大学山口県高等学校出身学生等に対する授業料免除規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、学則４４条第２項及び至誠館大学授業料等免除規程第３条第２項第

４号の規定により、山口県高等学校出身学生等で、「学業成績等優秀な者等」（クラブ活

動実績を含む。）で学業を継続するために経済的負担の軽減を必要とする者に対して授業

料の免除について適用方法を定める。 

（免除対象者） 

第２条 免除対象者は、山口県高等学校出身学生及び保護者が山口県に在住する者（以下

「学生等」という。）を対象とする。 

（免除する授業料） 

第３条 免除する授業料は、学則第４４条第１項別表第２に定める授業料の２割とする。 

（免除期間） 

第４条 授業料の免除期間は、修業年限の４年間とする。 

（出願書類） 

第５条 授業料の免除を希望する者は、授業料免除申請に関する所定の書類を、大学事務

局に提出する。 

２ 提出書類については、別に定める。 

（選考） 

第６条 授業料の免除を受ける者の選考は、学生委員会の議を経て、理事長がこれを決定

する。 

（免除告知） 

第７条 免除額決定後、速やかに免除対象者に書面をもって告知しなければならない。 

２ 前項の告知内容は減免額、納入しなければならない額、第８条免除の取消内容とする。 

（免除の取り消し） 

第８条 授業料の免除を受けた者が、当該免除期間中に、次の各号の一に該当する場合は、

学生委員会の議を経て、理事長が免除の取り消し及びその期間を決定する。 

 (1)  学則による懲戒処分（訓告を除く。）を受けた場合 

 (2)  学生として素行好ましくないと認められた場合 

 (3)  第５条に規定する出願書類に虚偽の記載を行った場合 

２ 前項の規定により、免除の取り消しをした場合は、当該授業料の免除を許可した額の

全部又は一部を納付させることができる。 

（規程の改廃） 

第９条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。 

   附 則 

この規程は、平成３１年４月１日から適用する。  

 

制定 平成２５年 ４月 １日（制定） 
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改正 平成２５年 ６月 １日（第 1回改正） 

   平成２６年 ４月 １日（第２回改正） 

   平成２７年 ６月 １日（第３回改正） 

   平成２８年 ６月 １日（第４回改正） 

   平成３１年 ４月 １日（第５回改正） 

 

 

制定文 

 「至誠館大学山口県高等学校出身学生等に対する授業料免除規程」は、山口県の高等教

育を担う一端として、至誠館大学が山口県高等学校出身者等に対して授業料を免除するこ

とにより、若者の県外流出を防ぎ、有能な人材を輩出し、地域活性の一助となることを目

的とする。 

本学は既に「北浦地区高等学校出身学生等に対する授業料免除規程」を整備し、北浦地

区出身学生の確保に努めているが、この規程の適用により、山口県出身学生の本学への志

望増加が期待できる。 

 


